
 

 

新潟市認可保育施設（2 号・３号認定用） 

申請をご希望の方は、てびき記載事項をよくご確認ください！ 

申請受付期間 

１次募集 令和５年１１月 １日（水）～ 令和５年１１月１７日（金） 

２次募集 令和６年 １月２９日（月）～ 令和６年 ２月 ８日（木） 

申請対象者 

次の要件を全て満たす児童 

① 令和６年４月１日時点で新潟市に居住（住民登録）していること 

② 令和６年 4 月より父母のいずれもが保育必要事由（てびき７ページ）に該当すること 

③ 次のいずれかに該当すること 

申請対象者 A：令和６年４月 1 日付で新規入園を希望する児童 

申請対象者 B：保育施設に在籍している児童で、令和６年４月１日付で転園を希望する児童 

申請対象者 C：認定こども園に在籍している児童で、令和６年４月１日付で現在在籍している 

認定こども園内において１号認定から２号認定に変更を希望する児童 

申請に必要な書類                              （→ てびき６ページへ） 

申請対象者 A 

① 入園申請確認票 

② 入園申請書 

③ 父母の保育必要事由確認書類 

④ マイナンバー記載用紙 

⑤ 世帯状況に応じて提出する書類 

申請対象者 B・C 

① 入園申請確認票 

② 入園申請書 

③ 父母の保育必要事由確認書類 

④ 転園届（認定区分変更の場合：認定区分変更届） 

⑤ 世帯状況に応じて提出する書類 

申請書類提出先                                   （→ てびき６ページへ） 

１次募集 
申請対象者 A（認可保育施設に在籍していない児童）：第１希望の保育施設 

申請対象者 B・C（認可保育施設に在籍している児童）：申請時点で在籍する保育施設 

２次募集 全ての方：第１希望施設が所在する区の区役所健康福祉課 

利用調整（選考）結果通知時期  

１次募集 令和６年１月２５日（木）発送予定 

２次募集 令和６年２月２９日（木）発送予定 

結果は通知作成時点の住民票の住所へ郵送します。（通知作成時点で新潟市外に居住している方へは、 

申請時点の住所へ郵送します。）結果通知時期に住所の異動を予定されている方は、郵便局へ転送届 

の手続をしていただくなど、ご対応をお願いいたします。 

令和６年度４月入園のてびき 

※事務作業の進捗状況により、変更となる場合があります。 

その場合は、ホームページ等でお知らせします。 
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 申請書類提出先へ直接持参できない場合は・・・ 

やむを得ない事情により提出先への申請が難しい場合に限り、郵送での受付も行います。 

◆郵送における注意事項◆ 

① 申請受付最終日必着（申請受付最終日の消印有効ではありません。） 

② 必ず簡易書留や特定記録郵便等の追跡可能な郵便をご利用ください。 

（普通郵便での申請は原則受付できません。） 

③ 郵便事故等の責任は本市で一切負いません。 

④ 申請書類を受付した旨の通知や書類返却は行いません。また、郵送による申請書類の受付 

有無の問い合わせについても原則回答いたしません。 

⑤ 申請書類に不足がある場合は、原則受付を行いません。 

⑥ 申請書類に不備がある場合、利用調整の基準指数や調整指数において不利となる場合があ 

ります。申請書類の記入内容に漏れがないことや必要書類が添付されていることを確認し 

た上で郵送してください。 

 

郵 送 先：第１希望施設が所在する区の区役所健康福祉課 

（住所等詳細はてびき裏面に記載） 

保育施設での受付における注意事項 

① 訪問前には、検温を行い、発熱などの症状がある場合は、訪問を控えてください。 

② 多くの方が同時に集まることを避けるため、在園児の送迎時間帯を避けた訪問を推奨します。 

 （推奨する訪問時間帯：午前９時３０分から午前１１時３０分、午後１時から午後３時） 

③ 施設見学は、各施設に直接お問い合わせください。 

 

※ 申請者が新型コロナウイルス等に感染した場合は、保育施設等への訪問をしないでください。 

同理由により申請書類の提出が申請受付期間内に間に合わない場合、その旨を申請受付期間内に 

第１希望施設が所在する区の区役所健康福祉課へご連絡ください。 

※ 書類を受け取った施設と提出する施設が異なっても構いません。 

※ 申請書類の様式等は、新潟市ホームページからの印刷も可能です。 

新潟市ホームページで「令和６年４月入園」と検索してください。 
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令和６年度４月入園 年齢早見表 

 

クラス

年齢 
生年月日 

0 歳児 令 和 5 年 (2023 年) 4 月 2 日 ～    

1 歳児 令 和 4 年 (2022 年) 4 月 2 日 ～ 令 和 5 年 (2023 年) 4 月 1 日 

2 歳児 令 和 3 年 (2021 年) 4 月 2 日 ～ 令 和 4 年 (2022 年) 4 月 1 日 

3 歳児 令 和 2 年 (2020 年) 4 月 2 日 ～ 令 和 3 年 (2021 年) 4 月 1 日 

4 歳児 平成 31 年 (2019 年) 4 月 2 日 ～ 令 和 2 年 (2020 年) 4 月 1 日 

5 歳児 平成 30 年 (2018 年) 4 月 2 日 ～ 平成 31 年 (2019 年) 4 月 1 日 
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申請時の注意事項 
※ 必ずご確認ください 

 

＜申請全般について＞ 

◆ 申請書類は、受付期間最終日までに必ず提出してください。 

受付期間後は、特別な事情がある場合を除き、新規及び内容変更の受付はいたしません。 

  ※ １次募集に限り、入園申請書以外の不足書類については、令和５年１１月３０日（木）まで 

   追加提出を受け付けます。 

提出先：第１希望施設が所在する区の区役所健康福祉課児童福祉係・担当 

◆ 保育必要事由は、令和６年４月時点の内容で申請してください。 

【注意】利用調整（選考）は、受付期間最終日までに提出された書類（１次募集の追加提出書類含

む）の内容で行います。申請書類に不備・不足があった場合、利用調整の基準指数や調整指数にお

いて不利となる場合があります。また、利用調整（選考）の過程で申請書類の不足が判明した場合

でも、ご連絡はいたしませんので、記入内容に漏れがないことや必要書類が添付されていることを

必ず確認してください。就労証明書、医療機関診断書、育児休業（雇用）証明書については、提出

日前３か月以内に記載されているものをご準備ください。 

【注意】申請内容に虚偽があるまたは申請時の内容と入園後の実態（令和６年４月）に相違がある場

合、入園（内定）の取り消しまたは令和６年４月末日で退園となる場合があります。 

◆ 転園を希望する場合、原則として、受付後の申請の取り下げはできません。 

特別な事情により受付後に取り下げが必要な場合は、速やかに第１希望施設が所在する区の区役 

所健康福祉課児童福祉係・担当へご相談ください。 

◆ 希望施設に記載されていても、受入月齢等の要件を満たさない場合は、利用調整（入園選考）の 

対象外となります。 

・各施設受入月齢：てびき２８ページ以降 ・閉園等が予定されている施設：てびき２７ページ 

◆ 申請書類等は、必ず油性ボールペンで記入してください。（修正液や消えるボールペンは不可。） 

訂正の際は、二重線を引き、その余白に正しい内容を記入してください。 

◆ 提出された書類の返却は行いません。入園申請書等の写しが必要な場合は、事前に必ずご自身で 

コピーしてください。 

※ 令和６年１月から令和６年３月の間で年度途中入園・転園が決まった場合、保育必要事由確認書

類の提出が必要となりますが、状況・証明内容に変更がない場合に限り令和６年度４月入園申請

（本申請）時に提出した書類のコピーでも可とします。 

 

＜配慮が必要となる児童について＞ 

◆ 障がい児保育の希望や心身の発達等に心配がある場合または医療的配慮が必要となる児童の利用 

  に関しては、申請前に各区役所健康福祉課児童福祉係・担当にご相談ください。 
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＜申請（入園）要件等について＞ 

◆ 保護者が育児休業からの職場復帰や就労開始等で申請する場合 

  令和６年４月中に勤務を開始することが要件となります。また、就労証明書に記載の就労条件で 

ひと月勤務した場合に月６４時間以上の就労になること（てびき７ページの「就労」事由に該当 

すること）も要件となります。 

  ○ 入園決定（内定）後、令和６年４月１５日（月）までに就労証明書を改めて提出していただき

ます。（職場復帰日・就労開始日について、就労先に電話確認を行う場合があります。）期日ま

でに就労証明書の提出がない場合や、申請時の内容と入園後の実態が異なる（職場復帰してい

ない等）ことが判明した場合は、入園（内定）の取り消しまたは令和６年４月末日で退園とな

ることがあります。 

  ○ 父母のいずれもが育児休業を取得している場合、二人とも上記の入園要件を満たす必要があり

ます。なお、入園後に、認可保育施設を利用している児童に対する育児休業を取得する場合、

原則、施設の利用を継続することはできません。 

◆ 保育必要事由「育児休業」での申請は、以下の場合に限り可能です。 

① 令和６年１月から令和６年３月までの年度途中入園（転園）を、「育児休業」以外の事由で申 

請する場合（入園（転園）が決定することが、令和６年４月入園（転園）の条件となります。） 

② 育児休業を理由として認可保育施設に在籍する児童が、区外転居や保護者の区外への勤務地変

更、閉園等が予定されている施設に在籍中などのやむを得ない事情により転園を必要とする場

合（転居・勤務地変更については、原則、令和５年度中の異動に限ります。なお、令和６年４

月１日時点で転居・勤務地変更していない場合は入園（内定）の取り消しとなります。） 

③ 乳児園の卒園児童や地域型保育事業の卒園児童が入園申請をする場合 

※ いずれの場合も、令和６年３月３１日時点で申請児童が認可保育施設に在籍しており、引き続

き保育が必要と認められることが令和６年４月入園（転園）の条件となります。 

  ※ 新潟市外からの転入予定者については、令和６年３月時点で居住している市区町村から保育認 

定（２・３号認定）を受け、認可保育施設を利用していることが条件となります。 

◆ 育児時間・育児短時間勤務制度を取得予定（検討中）の場合 

○ 利用調整は、令和６年４月（予定）の雇用契約上の就労時間等で指数付けを行います。 

○ 保育必要量（標準時間・短時間）は、同制度を取得後の縮小された就労時間等で認定を行い 

ます。 

  ○ 同制度を取得後の縮小された就労時間等が月６４時間に満たない場合、「就労」事由に該当し 

ないため、原則、入園（内定）の取り消しまたは令和６年４月末で退園となります。 

◆ 令和５年１２月～令和６年３月に入園・転園を申請する場合 

・ 令和５年１２月１日時点で認可保育施設へ在籍している場合、在籍施設で令和６年４月からの籍が確

保されます。令和５年１２月の年度途中の入園・転園を希望する場合、利用調整の結果によっては希望

施設へ入園・転園ができない可能性もあるため、令和６年４月入園の申請（本申請）も同時に行うこと

をご検討ください。 

・ 令和６年１月から令和６年３月の間で年度途中の入園・転園が決定した場合、入園・転園した保育施設 

の令和６年４月以降の籍はありません。令和６年４月以降も保育施設の利用を希望するときは、年度 

途中の入園・転園の申請とは別に、令和６年４月入園の申請（本申請）を必ず行ってください。 
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このてびきでは、２号認定と３号認定に該当する方の申請手続きをご案内します。 

保育の必要性の有無 
児童の年齢 （R6.3.31 現在） 

満３歳以上 満３歳未満 

【保育の必要性なし】 

父母のどちらかが 

保育必要事由にあてはまらない場合 

または 幼稚園などの利用を希望する場合 

１号認定 
（教育標準時間認定） 

 

 

認定対象外 

認可教育・保育施設は 

利用できません。 

【保育の必要性あり】 

父母のいずれもが 

保育必要事由に当てはまる場合 

２号認定 ３号認定 

 

 

 

 

  ２号認定と３号認定は、父母の保育必要事由により、認定期間が異なるほか、保育必要事由の 

内容に応じて、保育必要量の認定が異なります。 

保育必要量の認定は、「保育標準時間」と「保育短時間」の２通りの区分があり、区分により 

保育施設を利用できる時間が異なります。 

区分 利用できる時間 

保育標準時間認定 保育施設ごとに設定する開園時刻から１１時間の時間帯 

保育短時間認定 保育施設ごとに設定する８時間の時間帯 

  ※各区分の利用できる時間を超える利用は延長保育料が発生します。（詳細はてびき２３ページ） 

＜新潟市内の認可教育・保育施設の種類＞ 

幼稚園 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校 

保育園 就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設 

認定こども園 幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持ち地域の子育て支援も行う施設 

地域型保育 

保育園より少人数の単位で、０～２歳の子どもを保育する事業 

【小規模保育 】少人数（定員６～１９人）を対象に、家庭的な雰囲気に近い環境の 

もときめ細かな保育を行います 

【事業所内保育】会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを 

一緒に保育します 

（３） 入園手続きの前に 

認可保育施設などの入園手続きは、平成２７年４月から開始された子ども・子育て支援新制度に

基づいて実施しています。 

子ども・子育て支援新制度では、認可保育施設などの利用者に対して、利用のための認定 「教育・

保育給付認定」 を行います。 

児童の年齢と、保護者の保育の必要性の有無により、 

１号認定 / ２号認定 / ３号認定 の３通りの認定区分があります。 

＜それぞれの認定区分により、利用可能な施設の種類が異なります。＞ 

幼稚園 認定こども園 

保育園 認定こども園 保育園 認定こども園 

地域型保育 
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１次募集について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１次募集終了後の予定は次のとおりです 

２次募集 

１月２９日（月） 

～２月８日（木） 

２次募集受付開始時点で空きのある施設を対象に募集を行います。 

提出書類 
◆ 未申請児童 … 入園申請に必要な書類一式 

◆ 未決定児童 … 未決定通知に同封する利用意向確認書 

提 出 先 第１希望施設が所在する区の区役所健康福祉課 

２次募集 
未決定者調整 

３月上旬実施予定 

２次募集で未決定となった児童を対象に、２次募集入園選考の結果空き 

のある施設で調整を行います。 

 

★２次募集未決定児童へ、申請方法等の連絡をします。 

      １次募集で入園が決定した児童も２次募集へ申請することが可能ですが、 

      申請を行った時点で１次募集の入園決定は取り消しとなります。 

      １次募集で転園が決定している児童も２次募集へ申請することが可能ですが、 

      ４月以降の在籍は確保されません。 

 

２次募集後の入園の案内について 

 

 

 

 

 

※ 令和６年５月入園は、令和６年３月下旬に募集開始予定です。 

（４） 入園手続きの流れ 

 

 

受付期間 
１１/1（水）～１１/1７（金） 

◆申請書類に不備があると受付ができない場合がありますので、 

 受付期間内に間に合うよう余裕をもって準備をしましょう。 

◆申請に基づき令和６年４月１日起算日の認定を行います。 

◆入園する施設は保育の必要性が高いと認められる世帯児童から 

 優先して決定します。 

◆令和６年４月認定開始（変更）の場合、審査等に日時を要するた

め、提出された給付認定申請の結果については、利用調整（選

考）の結果と同時期に通知します。 

利用調整（選考） 

結果通知時期 

1 月２５日（木）発送予定 

◆各区役所健康福祉課、こども未来部保育課分室（事務センター）

から郵送で入園選考の結果を通知します。 

 ！ 

令和６年４月より保育を必要とする児童に対し、可能な限り保育サービスを提供するため、２次

募集の調整終了後においては、入園が決定していない児童や新潟市への転勤など、急な保育ニー

ズが発生した世帯の児童などへ、個別に入園可能な保育施設を案内する場合があります。 

何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 

給付認定・入園選考 

１１月下旬～1 月中旬 

◆入園申請書以外の不足書類については追加提出を受け付けます。 
不足書類受付 

１１/３０（木）まで 
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申請児童の在籍状況により、提出先や提出書類が異なります！ 

申請時点で… 

（注） 

A 認可保育施設に在籍していない児童  ⇒【新規申請】をご覧ください 

B・C 認可保育施設に在籍している児童 ⇒【転園申請(認定区分変更)】をご覧ください 

（注）２次募集の申請は、令和 5 年１２月１日時点での在籍状況により確認してください。 

 ≪注意事項≫ 

 ◆令和５年１２月１日時点で認可保育施設へ在籍している場合、在籍施設で令和６年４月からの籍が確 

保されます。令和５年１２月の年度途中の入園・転園を希望する場合、利用調整の結果によっては希 

望施設へ入園・転園ができない可能性もあるため、令和６年４月入園の申請（本申請）も同時に行う 

ことをご検討ください。 

◆令和６年１月から令和６年３月の間で年度途中の入園・転園が決定した場合、入園・転園した保育施 

設の令和６年４月以降の籍はありません。令和６年４月以降も保育施設の利用を希望するときは、年 

度途中の入園・転園の申請とは別に、令和６年４月入園の申請（本申請）を必ず行ってください。 

 

【新規申請】 

◆  希望する保育施設名は、通園可能な範囲で、可能な限り多く記載してください。 

◆ 希望数が少ないときは、入園を決定できない可能性が大きくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【転園申請（認定区分変更）】 

◆  転園希望先へ転園が決定しないときは、令和５年１２月１日時点で在籍する保育施設へ戻れ 

  るように対応します。 
  ※同一認定こども園内での認定区分変更を希望し、２号認定（保育認定）に変更できなかったときは、 

１号認定（教育認定）のまま現在在籍する認定こども園の利用を継続できます。 

◆  転園希望先へ転園が決定した場合は、戻ることができません。 

◆ 令和５年１２月１日時点で在籍している保育施設を年度途中で退園または転園した場合も、 

戻ることができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 提出書類・提出先  申請の準備を行いましょう 

提出書類 

① 入園申請確認票 

② 入園申請書 

 ③ 父母の保育必要事由確認書類 

 ④ マイナンバー記載用紙 

 ⑤ 世帯状況に応じて提出する書類 

提出先 
１次募集 ： 第１希望の保育施設 

２次募集 ： 第１希望施設が所在する区の区役所健康福祉課 

※「マイナンバー記載用紙」は、必ず専用の提出用封筒に封入のうえ提出してください。 

提出書類 

① 入園申請確認票 

② 入園申請書 

 ③ 父母の保育必要事由確認書類 

 ④ 転園届（認定区分変更の場合：認定区分変更届） 

 ⑤ 世帯状況に応じて提出する書類 

提出先 
１次募集 ： 申請時点で在籍する保育施設 

２次募集 ： 第１希望施設が所在する区の区役所健康福祉課 

※ 令和６年１月～令和６年３月の間に年度途中の転園をした後で申請する場合は、新規申請の

取扱いとなります。（「転園届」の提出は不要です。） 

入園申請確認票にて 

確認してください 

入園申請確認票にて 

確認してください 
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保育必要事由や保育必要量は、月単位で認定します。 

事由 内容 認定期間 保育必要量の認定 

就労 
月６４時間以上の就労をしている 
※無収入の活動は就労の対象となりません 

勤務が継続する期間 
１か月あたりの保育必要事由

発生時間に応じて認定（注） 

 

 

保育標準時間認定 

  ⇒ 月１２０時間以上 

保育短時間認定 

 ⇒ 月１２０時間未満 

就学 
学校教育法に基づく学校や職業訓練

校等に在籍をしている 

（月６４時間以上） 

就学先の卒業または修了の日が 

属する月の末日まで 

介護 

看護 

長期にわたる病気や心身に障がい 

を有する親族（原則、同居親族） 

の介護・看護をしている 

（月６４時間以上） 

介護・看護を必要とする期間 

出産 妊娠中 または 出産後間もない 

（産前） 

出産予定日の 8 週間前（多胎妊娠は１４

週間前）の日の属する月の初日から 

（産後） 

出産日の 8 週間後の日の属する月の末日

まで 

保護者の希望に応じて 

いずれかを認定 

疾病 

負傷 
疾病を患っている または 負傷中 医師が必要と診断した期間 

障がい 身体や精神に障がいを有している 心身に障がいを有する期間 

災害 
震災 / 風水害 / 火災 

その他の災害の復旧にあたっている 
市長の認める期間 

求職活動 継続的に求職活動をしている ３か月 

保育短時間認定 

育児休業 

育児休業を取得している 
※ 令和６年３月３１日時点（新潟市外から

の転入予定者については令和６年３月

時点）で申請児童が認可保育施設に在籍

している場合のみ 

育児休業を取得する期間 

その他 

上記のほか、類するものとして明ら

かに家庭で保育が困難であると認め

られる場合 

市長の認める期間 状況に応じていずれかを認定 

月６４時間未満の就労中で、児童が

下記の①から④のすべてに 

該当する場合 

①集団生活が可能である 

②年度初日の前日に３歳に達して 

いる 

③・特別児童扶養手当支給対象児童 

 ・障がい者手帳の交付児童 

 ・療育手帳の交付児童 

 のいずれかに該当する 

④幼稚園の入園が難しい 

※虐待や DV の恐れがあるときも、保育必要事由に該当します。 

 

（６） 保育必要事由一覧表 父母の保育必要事由の該当有無を確認してください！ 

（注）通勤などの移動時間や保育必要事由発生時間帯により、保育短時間認定の利用できる時間を超えて保育施設を 

利用せざるを得ないと確認できる場合は、保育必要事由発生時間が月１２０時間未満でも保育標準時間と認定 

することがあります。 
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保育必要事由 確認書類 

就労 

★ 就労証明書（提出日前 3 か月以内に記載されたもの） 
  ※ 市様式（A４横）から国標準様式（新潟市版・A4 縦）に変更となりました 

令和６年度４月入園申請においては、新様式を使用してください 

※ 申請時点で内定中の場合や令和６年４月に育児休業から復帰する予定の場合も使

用してください 

● 自営業・農業（専従者・補助者含む）の場合は、事業の実態や収入が確認で 

きる書類を添付（てびき９ページ参照） 

就学 

★ 在学証明書（原本） 
※ 就学予定の場合は、合格通知（写）等、就学先が発行した状況が確認できる書類 

● 授業時間割など拘束性が確認できるもの（就学先が発行または証明している 

書類） 

介護・看護 

★ 介護・看護状況申告書 ≪市様式≫ 

● 加えて被介護・看護者に応じて下記書類を添付 

介護保険被保険者 
・介護保険被保険者証(要介護認定有)（写） 

・ケアプランの週間サービス計画表（写）等 

傷病者 ・医師の診断書（原本） 

障がい者 
・障がい者手帳等（写） 

・障がい福祉サービス利用計画の週間計画表（写）等 
 

出産 

次のいずれか（いずれも保護者名、出産予定日（出生日）を確認できるもの） 

★ 母子健康手帳（写） ※ 表紙 ＆ 出産予定日（出生日）が確認できる箇所 

★ 妊娠届出書（写） 

★ 母性健康管理指導事項連絡カード（写） 

★ 医師の診断書（原本） 

疾病・負傷 

次のいずれか  

★ 医療機関診断書（保育認定用）≪市様式≫（提出日前 3 か月以内に記載されたもの） 
※ 医療機関指定の診断書の場合は、医療機関診断書（保育認定用）の項目が全て記

載されているもの 

★ 医師の診断書等（写）及び就労先等からの証明（療養期間が確認できるもの） 

障がい 
★ 障がい者手帳等（写） 
   ※ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか 

災害 ★ り災証明書（写） 

求職活動 ★ 誓約書 ≪市様式≫ 

育児休業 
★ 育児休業（雇用）証明書 ≪市様式≫（提出日前３か月以内に記載されたもの） 

  ※ 保育認定のために新潟市へ就労証明書を提出したことがない場合は、就労証明書 

の提出も必要（令和６年１月から３月入園希望者を除く） 

その他 ★ 家庭で保育が困難であると認められるもの 

※ 必要に応じ上記の確認書類以外をご準備いただく場合があります。 

※ 各証明事項について、後日担当職員から確認をさせていただく場合があります。 

（７） 保育必要事由確認書類 

父母の保育必要事由確認書類は、事由に応じ該当の書類をご準備ください。下記表中、 

・★印の書類の提出がない場合は、「求職活動」事由として給付認定・利用調整（選考）   

を行います。 

・●印の提出がない場合は、利用調整（選考）における基準指数を「求職活動」事由とし

て指数付けします。 

※ 利用調整指数については、てびき１８ページから２１ページを参照。 
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＜未出生児童の入園申請を行う方へ＞ 

 

 

 

＜自営業・農業（専従者・補助者含む）の添付書類＞ 

自営業・農業（専従者・補助者を含む）で「就労」事由の認定を受けるためには、月６４時間

以上の事業収入を伴う活動（労働）が要件となります。事業の実態や収入確認のため、「就労

証明書」に加え、下記の書類を提出してください。 

※ 自営業・農業（専従者・補助者を含む）の場合、入園決定（内定）後に改めて事業の実態

や収入が確認できる書類の提出が必要となります。事業の実態や収入が確認できない場合

（必要書類が提出できない場合も含む）は、保育必要事由に該当しないため、入園（内定）

の取り消しや退園、遡って保育認定が取り消しとなる場合があります。 

就労形態 必要書類（いずれかの書類） 

事業主 

①前年から事業を行っている場合 

・直近の確定申告書 第一表と第二表（写） 

・直近の市民税・県民税申告書 両面（写） 

②事業開始初年で確定申告を迎えていない場合 

・開業届、営業許可証、請負契約書、農業経営状況証明書等の事業実態が確認で

きる書類（写） 

③令和６年４月入園申請（本申請）以降に事業開始の場合 

・②の書類が提出できない場合のみ、店舗の図面や事業計画等の事業開始に向け

た準備を行っていることが確認できる書類（写） 

専従者 

①前年から従事している場合 

・事業主の直近の確定申告書 第一表と第二表（写） 

※ 第二表に専従者として氏名が記載されていること 

・事業主の直近の市民税・県民税申告書 両面（写） 

※ 表面に専従者として氏名が記載されていること 

・源泉徴収票（写） 

②従事開始初年で事業主が確定申告を迎えていない場合 

・青色専従者給与に関する届出書（写） 

・直近１か月分の給与明細等（写） 

③令和６年４月入園申請（本申請）以降に従事開始の場合 

・上記事業主の必要書類①～③のいずれか 

補助者 

①前年から従事している場合 

・直近の確定申告書 第一表と第二表（写） 

・直近の市民税・県民税申告書 両面（写） 

②従事開始初年で確定申告を迎えていない場合 

・直近１か月分の給与明細等（写） 

③令和６年４月入園申請（本申請）以降に従事開始の場合 

・上記事業主の必要書類①～③のいずれか 

母子健康手帳の表紙と出産予定日が確認できる部分の写しも添付してください。 

令和６年４月１日時点で受入月齢に達するか確認するために必要となります。 
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＜ 保育料 目安表 ＞ 

◆ 本表は、令和５年度の保育料金表を基にした目安です。（令和５年度保育料金表は市ＨＰに掲載） 

   令和６年度の利用料金表は、入園後４月中旬頃に利用料金の決定通知と併せて配付する予定です。 

◆ 市立・私立による利用料金の違いはありません。（施設毎に別途必要となる費用は除く。） 

◆ 母子・父子世帯や障がい児を有する世帯、児童の兄弟姉妹の有無などによっては、本表に示す金額 

   に該当しない（本表に示す金額より軽減される）場合があります。 

多子世帯の経済的負担を軽減するため、令和５年４月から、高校３年生まで（※）の子どものなかで第

３子以降の児童の保育料等を無償にしています。 

※ 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある方です。 

 

市区町村民税 

児童の年齢（※１） / 保育必要量の認定区分 

３歳未満児 ３歳以上児 

保育標準時間 

認定 

保育短時間 

認定 

保育標準時間 

認定 

保育短時間 

認定 

非課税世帯 
無料 

（※２） 

無料 

（※２） 

無料 

（※２） 

無料 

（※２） 

所
得
割
額 

（新税率の場合） 

 129,300 円未満 11,000 円 

～ 25,000 円 

10,800 円 

～ 24,500 円 

無料 

（※２） 

無料 

（※２） （旧税率の場合） 

 97,000 円未満 

（新税率の場合） 

 129,300 円以上 29,500 円 

～ 57,200 円 

28,900 円 

 ～ 56,200 円 

無料 

（※２） 

無料 

（※２） （旧税率の場合） 

 97,000 円以上 

※1 児童の年齢は令和６年３月３１日現在の満年齢で決定します。 

※2 給食の食材料費（３歳以上児）、通園送迎費、行事費、延長保育料等の費用は、利用者の負担となります。 

 

ご確認ください！ 都道府県から政令指定都市への税源移譲について 

地方分権一括法により、都道府県から政令指定都市へ税源移譲が行われ、平成３０年度から政

令指定都市のみ都道府県民税分２％が移譲され、市民税の税率が６％から８％に変更されまし

た。保育料の算定にあたっては、政令指定都市居住者とその他の市区町村居住者との税額の相

違による不公平が生じないように対応します。 

上記の目安表では、税率８％（新税率）と税率６％（旧税率）の両方の市区町村民税所得割額

を掲載しています。 

市区町村民税所得割額の該当する税率により保育料の目安をご確認ください。 

（１１） 保育料など  利用料金は児童の年齢や世帯状況などにより世帯ごとに異なります！ 

保育施設を利用した場合に必要となる利用料は、申請児童が属する世帯の市区町村民税所得割額

（調整控除以外の税額控除適用前）に応じて算定します。 

基本的には、父母の市区町村民税所得割額により算定を行いますが、同居する祖父母等が家計の

主宰者と判断される場合は、祖父母等の市区町村民税所得割額も含めて算定を行います。 
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給食の食材料費について 

3 歳以上児については、給食の食材料費（実費相当分）を負担いただきます。 

3 歳未満児については、保育料に含みます。 

 

金額 
市立保育施設…月額４,５００円（主食は持参） 

私立保育施設…各施設で個別に設定 

※物価等の影響により、変更する可能性があります。 

延長保育料金について 

認定をされた保育必要量を超える時間帯は延長保育時間となります。 

延長保育時間の利用状況に応じて別途延長保育料が発生します。 

【例】7:00 開園、19:00 閉園の保育園の場合 

        保育標準時間 … 7:00～18:00（開園時刻から１１時間） 

        保育短時間  … 8:00～16:00（保育施設が設定する８時間） 

7:00 8:00        16:00  18:00 19:00 

 
 開 園 時 間（7:00～19:00）   

 

 
 保育標準時間（7:00～18:00）（開園時間は園ごとに異なる）  延長保育 

 

 
延長保育 保 育 短 時 間（8:00～16:00）（時間帯は園ごとに設定） 延長保育 

 

 

 

金額 
市立保育施設…３０分につき１００円（２０時以降は３０分につき２００円） 

私立保育施設…市立保育施設の金額を上限として各施設で個別に設定 

 

その他の費用について 

 保育料金表に定める料金や給食の食材料費、延長保育料の他に、制服代や教材費等の費用が必要とな

る場合があります。詳細は、各保育施設へお問い合わせください。 

課税データ等の閲覧について 

 世帯状況の把握や正確な保育料・利用者負担額算定のため、入園申請書での承諾に基づき担当課に  

おいて住民基本台帳、課税・福祉データを閲覧します。 

また、保育料・利用者負担額算定に必要な書類を別途依頼する場合があります。 

閲覧について承諾、または保育料・利用者負担額算定に必要な書類の提出がないときは、保育料・利用

者負担額を最高額で決定する場合があります。 

保育料の減免について 

 保護者の疾病・やむを得ない理由による退職等で収入が著しく減少した場合や、災害により損害を受

けた場合、保育料の一部または全部を減免します。 

 適用を受ける場合は、入園（転園）が決定した施設が所在する区の区役所健康福祉課へ、事前に申請が

必要です。 
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Q．現在、新潟市に住んでいませんが、入園の申請は可能ですか？ 

A．可能です。 

申請時点で新潟市外に居住する方も入園の申請が可能ですが、令和６年４月１日時点で新潟市に 

居住（住民登録）していることが要件となります。要件を満たさない場合、入園（内定）が取り 

消しとなりますのでご注意ください。 

居住の実態がなく、保育施設に入園するためだけに住民票のみ新潟市に異動した場合は、対象に 

はなりません。住民票を異動できない特別な事情がある場合は、第１希望施設が所在する区の区 

役所健康福祉課へご相談ください。 

 

Q．現在、妊娠中です。出産予定の子どもの入園の申請はできますか？ 

A．可能です。 

出産予定児童の令和６年４月１日時点での月齢が、入園希望施設の受入月齢に達していることが 

出生予定日から明らかであると確認できる場合は、入園の申請が可能です。 

予定日より出産が遅くなり、令和６年４月１日時点で受入月齢に達しないときは、入園ができな 

くなる場合がありますのでご注意ください。 

【申請時注意点】 

 ◆ 申請書の児童名欄は空欄で提出する。 

 ◆ 保育が必要な事由を証明する書類とは別に母子健康手帳の表紙と出産予定日記載ページの 

写しを提出する。 

 ◆ 出生後、第１希望施設が所在する区（入園決定（内定）後は決定施設が所在する区）の区役所

健康福祉課児童福祉係・担当へ連絡する。 

 

Q．令和６年４月中旬に子どもが６か月になりますが、受入年齢（月齢）が６か月の施設を希望す 

  ることはできますか？ 

A．希望することはできません。  

令和６年４月１日時点で入園希望施設の受入月齢に達している必要があります。受入月齢に達し

ていない場合、希望施設に記載されていても利用調整（入園選考）の対象外となります。 

 

Q．現在、就労しておらず内定の状態ですが、入園の申請はできますか？ 

A．可能です。 

申請時点で内定中や育児休業復帰予定でも、令和６年４月から月６４時間以上の就労を開始する 

場合は、入園の申請が可能です。 

保育必要事由確認書類として、就労証明書を提出してください。 

 

Q．単身赴任中の保護者の保育必要事由確認書類は提出が必要ですか？ 

A．別居している場合でも保護者の保育必要事由確認書類は提出が必要です。 

認定や利用調整に必要となりますので、必ずご提出ください。 

新潟市外に居住（住民登録）の場合は、所得証明書等の所得が確認できる書類を併せて提出して 

ください。 

（１２） よくあるご質問 
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Q．入園申請後に育児時間・育児短時間勤務制度を利用することを決めた場合は、入園（内定）が 

取り消しとなりますか？ 

A．利用調整は、雇用契約上の就労時間等で指数付けを行いますので、取り消しとはなりません。 

ただし、同制度を取得後に縮小された就労時間等が月６４時間に満たない場合は、「就労」要件に 

該当しないため、原則、入園（内定）の取り消しまたは退園となります。 

（てびき３ページの注意事項をご確認ください。） 

 

Q．保育認定（２・３号認定）期間が満了となると退園になりますか？ 

A．保育認定（２・３号認定）を受けることができない場合は退園となります。 

認定期間満了後にも保育必要事由に該当し、保育認定（２・３号認定）を受けることができる場 

合は、入園を継続することが可能です。 

 

Q．求職活動を理由とした認定期間の３か月間に仕事が決まらない場合は、再び求職活動を理由と 

  した認定を継続できますか？ 

A．求職活動を理由とする場合、原則として３か月を超えた認定は行いません。 

３か月の求職活動期間内に月６４時間以上の仕事に就くことを想定しています。 

月６４時間以上の仕事に就くことができずに一旦退園し、再び求職活動を理由として入園の申請 

を行う場合については、求職活動の経緯や状況などを勘案したうえで、必要と判断される場合の 

み保育認定（２・３号認定）を行います。 

 

Q．入園後に保育必要量（保育標準時間・保育短時間）の認定を変更することは可能ですか？ 

A．変更手続きにより変更が可能です。 

変更届と変更後の状況が確認できる資料などの提出により、状況に応じて希望の保育必要量へ変 

更します。 

保育必要量の認定以外でも、保育認定（２・３号認定）を受けた後で入園申請の内容から状況が変更

となる場合は、認定内容の変更手続きが必要です。 

 

Q．保育認定（２・３号認定）を受けることができない場合、利用可能な保育サービスはありますか？ 

A．一時預かり事業をご利用いただける場合があります。 

市内の認可保育施設では、一時預かりを行っています。病気やケガ、冠婚葬祭などで家庭での保 

育ができない場合や、育児疲れのリフレッシュ目的での利用も可能です。 

 

Q．３歳以上で保育料が無償となった場合、給食の食材料等その他の費用も無料となりますか？ 

A．給食の食材料費、通園送迎費、行事費、延長保育料等の費用は、これまでどおり利用者の負担 

となります。 

ただし、年収３６０万円未満相当世帯の子どもと、全ての世帯の高校３年生（１８歳に達する日以後

の最初の３月３１日までの間にある方）から数えて第３子以降の子どもについては、副食費（おか

ず・おやつ等）が免除されます。 
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＜新潟市 こども未来部 保育課分室（事務センター）＞ 

☎０２５－２２３－７３７２（９：００～１７：００） 

＜各区役所健康福祉課（８：３０～１７：３０）＞ 

【北 区 役 所 健康福祉課 児童福祉係】 

〒９５０－３３９３ 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号  ☎０２５－３８７－１３３５ 

【東 区 役 所 健康福祉課 児童福祉担当】 

〒９５０－８７０９ 新潟市東区下木戸１丁目４番１号   ☎０２５－２５０－２３３０ 

【中央区役所 健康福祉課 児童福祉係】 

〒９５１－８５５３ 新潟市中央区西堀通６番町８６６番地 NEXT21 ３階 

☎０２５－２２３－７２３２ 

【江南区役所 健康福祉課 児童福祉係】 

〒９５０－０１９５ 新潟市江南区泉町３丁目４番５号   ☎０２５－３８２－４３５３ 

【秋葉区役所 健康福祉課 児童福祉係】 

〒９５６－８６０１ 新潟市秋葉区程島２００９番地    ☎０２５０－２５－５６８３ 

【南 区 役 所 健康福祉課 児童福祉係】 

〒９５０－１２９２ 新潟市南区白根１２３５番地     ☎０２５－３７２－６３５１ 

【西 区 役 所 健康福祉課 児童福祉担当】 

〒９５０－２０９７ 新潟市西区寺尾東３丁目１４番４１号 ☎０２５－２６４－７３４０ 

【西蒲区役所 健康福祉課 児童福祉係】 

〒９５３－８６６６ 新潟市西蒲区巻甲２６９０番地１   ☎０２５６－７２－８３８９ 

 

    （発行） 

新潟市 こども未来部 保育課 運営（認定）担当 

〒９５１－８５５０ 

新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１（本庁舎１階） 

☎０２５－２２６－１２２５ 

（令和５年１０月発行） 

問い合わせ先 


